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財務省 九州財務局



1.地方公共団体の財務状況把握実施の背景

確実かつ有利な運用が義務付けられている財政融資資金の融資主体として、
債務者である地方公共団体の財務状況を的確に把握する必要

平成１７年度より、地方公共団体の財務状況把握を実施
※平成25年度で9回目の実施

財政投融資改革の総点検

（平成16年12月10日財政制度等審議会財投分科会報告）

→ 地方公共団体の財務状況、事業の収益性等を

適切にチェックする必要

地方債の許可制度から協議制度への
移行（Ｈ18年度）、

事前届出制度の導入（Ｈ24年度）

→地方公共団体の財政の自主性が向上



2.《財務状況把握について》～財務省独自の分析

地方公共団体の財務状況を財務省の独
自の書式をもって作成。
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3.《行政ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書》
～現預金の流れと償還原資

行政経常収入

行政経常支出

行政特別収入

行政特別支出

行政経常収支

行政収支

投資収入

投資支出

財務収入

財務支出

①将来も経常的に獲
得しうる償還原資。行
政経常収支の赤字と
は、償還財源がない
状態。

②当期の行政活動
の結果獲得した収
支。

③行政収支で財務支
出を賄う。償還後行
政収支が赤字のケー
スは借金の返済を借
金で賄っている状態、
あるいは基金取崩や

④償還後行政収支、財
務収入、投資収入を普
通建設事業等の投資支
出に充てる、と考える。

【行政キャッシュフロー計算書上の現金預金の流れ】

行政収支
財務支出（償還）

運転資金余剰

運転資金余剰

投資収入投資支出

現金預金増加額

現金預金増減額

調達運用

行政キャッシュフロー計算書を利用して資金運用表
を作成することもできる。

（参考）資金運用表

財務収入（起債）

運
転
資
金

設
備
資
金

財産売払などで借金
を返済している状態
といえる。



4.《行政キャッシュフロー分析における財務指標》
～主要4指標①



4.《行政キャッシュフロー分析における財務指標》
～主要4指標②

（注）積立金等＝「歳計現金（形式収支）」＋「財政調整基金」＋「減債基金」＋「その他特定目的基金」



5.《財務指標》～診断基準

積立低水準 収支低水準債務高水準

客観的「尺度」として財務指標を用い「問題点」を明確にした
上で、財務状況の健全性を判断する。

「財務指標」とは・・・財務の健全性や収益性等を比較分析するために用いる共通の「尺度」。

財務指標（主要４指標）
＝客観性の確保

健全性の判断
（財務状況の問題点）財務データ

統計学的手法 ヒアリング

財務状況の問題点



財務省独自の財務指標を用いた診断基準は以下の通り。

【診断基準】

債務系統
①実質債務月収倍率24ヶ月以上

②実質債務月収倍率18ヶ月以上、かつ、債務償還可能年数15年以上

積立系統
①積立金等月収倍率1ヶ月未満

②積立金等月収倍率3ヶ月未満、かつ、行政経常収支率10％未満

収支系統
①行政経常収支率0％以下

②行政経常収支率10％未満、かつ、債務償還可能年数15年以上

※① 著しく悪化していると考えられる

② 著しく悪化しているとはいえないものの、

他の指標と併せてみたときに財務状況が悪化していると考えられる

あくまでも、基準は統計的手法を用いて問題を類型化したものであり、基準に該当しなかったか
らといって財務上の問題が全くないことを表しているものではない点に留意。



6.《財務状況把握の流れ》
～「財務状況把握の結果概要」の交付

取りまとめ

総務省から

決算統計
データを入手

選定

その他の
関連指
標も加え、
全市区
町村をモ
ニタリン
グ

行政ＣＦ
計算書
の作成

全地方公共団体
について財務省
で作成

４指標に加え、
地方財政健
全化法の指
標他、各種
データを活用

必要と認められる団体
に対するヒアリング

「財務状況把握
の結果概要」の
作成

「財務状況把握の結果概要」
の交付

財務の健全化に向
けた貸し手としての
アドバイス

オフサイト オンサイト


